
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１２月の行事予定＞ 
  

※１２月～３月まで、毎週（金）は、1年4時間、２～６年５時間授業となります。 

２日（火）３年校外学習 

３日（水）クラブ活動 

４日（木）火曜日課 とだっこゼミナール 

５日（金）３年社会：スパーマーケット見学 

８日（月）６年英検Ｊｒ.Ｇｏｌｄ 

９日（火）PBS朝会 

１０日（水）１・４年授業参観・懇談会 ５時間授業 

１１日（木）ひまわり学級・２・５年授業参観・懇談会 ５時間授業 

      ２年ALSOK防犯あんしん教室 

 １２日（金）３・６年授業参観・懇談会 ５時間授業 

       ひまわり学級：小中合同学習会＜喜沢中学校にて＞ 

１６日（火）表彰朝会 

１７日（水）６年戸田市小学校音楽鑑賞会＜戸田市文化会館＞ 

１８日（木）たてわり活動 とだっこゼミナール 放課後子供教室 

１９日（金）給食最終日  

２２日（月）３時間授業 給食なし ２年図工：地域造形遊び 

２３日（火）３時間授業 給食なし 

２４日（水）師走の会（後期前半終了の会） ３時間授業 給食なし 

※１２／２５（木）～１／７（水） 冬季休業日   

※１／８（木）初春の会（後期後半はじまりの会） ３時間授業 給食なし 

※１／９（金）４時間授業 給食なし 通学班会議・一斉下校 

   

＜冬の体操の服装について＞ 
 

冬場の体育の学習時の服装について、体を動かすのに適したものになるよう、安全の観点を踏まえ

て下記のようにしますので、ご理解、ご協力お願いいたします。 

〇基本、体育着を着用する。 

〇寒いときは、半袖体育着の上にトレーナーを着てもよい。 

・フード、チャック、ボタンのついていないもの（遊具等に引っかかる等、危険なため）。 

〇寒いときは、ハーフパンツ体育着の上に運動する時にふさわしい長ズボンのジャージ素材、トレー

ナー素材をはいてもよい。 

〇半袖体育着の下に、長袖ヒートテック・長袖インナーは着用しない。 

〇ハーフパンツ体育着の下に、タイツ、スパッツ等は履かない。 

（遊具等に引っかかる、体温調整やけがをした際、すぐに脱げないため） 

〇基本、手袋の着用はしない。 

（ただし、運動によっては着用してよい。（例）サッカー、縄跳び等） 

（また、手袋はひも等がついていない、運動に適したもののみ可。） 

◎体育着用としてのトレーナー等の上着、長ズボンは、常に体育着袋に入れておくようにしてくださ

い。 

以上のものは、授業中の児童の安全を考慮してのきまりです。安全面に問題のないものに関しては、

児童、保護者の判断に任せるものとしますが、適さない場合、担任から理由の説明、指導を行います。

御協力よろしくお願いいたします。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜冬季休業日（冬休み）について＞ 
 

１２月２５日（木）から１月７日（水）は冬季休業日です。後日、H＆Sで配信します「冬休みの生

活について」をよくご確認の上、健康と安全に留意して有意義な冬休みを過ごしてください。感染症の

拡大も心配されますので、日々の感染症対策についても引き続きお願いいたします。 

なお、１２月２９日（月）～１月３日（土）は学校閉庁日となります。 

 
＜日課の変更について＞ 

  

１１月1日にH＆Sで配信しましたが、下記のとおり１２～３月まで、日課の変更をします。 

御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 変更内容   

〇金曜日の日課を変更 

〇１年生   ４時間授業 １３：３５下校 

２～６年生 ５時間授業 １４：４５下校 

 

２ 変更理由   

〇統計によると、１２月は薄暮と呼ばれる日没前後１時間は、車と歩行者の事故が増加しており、月 

別では１２月、曜日別では金曜日、時間帯では１６時～１８時が交通事故が多いといった傾向が見 

られます。このことは、１２月の日の入時刻は１６時３０分台となり、暗くなるのが早くなること、 

金曜日は週の疲れがたまっていたり、週末に向けて気持ちがゆるんだりと、集中力が低くなりやす 

いことが理由と考えられます。そのため、交通事故防止のため金曜日の下校時刻を早めることとし 

ます。 

 

３ 運用     

〇１２月１日～３月２６日 

 

４ その他 

〇学習指導要領に定められている授業時数を満たし、かつ余裕の時数も確保できることを見込んで 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜転出予定について＞ 
 

令和７年度末（令和８年３月末）までに転出予定のご家庭は、来年度の児童数や学級数に関係しま

すので、各担任にお知らせください。また、令和８年４月１日以降でも転出が予定されているご家庭

は、転出が分かり次第、各担任にお知らせください。 

その際、「転居予定日」「転居先学校名」「転居先住所」をおうかがいします。 


